
平成１８年１２月２６日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

ＬＣＤ使用ゲーム機器 

 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 本製品は、遊戯者が硬貨を投入した後、液晶画面上のタッチパネルを操作してゲ

ームを楽しむカウンタートップ型のゲーム機器である。 

  

○構造、仕様、意匠 

 １５インチＬＣＤ、ファンモーター、演出用ＬＥＤを搭載する。 

ＬＡＮ回線を使用して外部との通信が可能である。 

 

 定 格：１００Ｖ、５０－６０Ｈｚ、消費電力は未定 

 

○主な使用者、販売先 

アミューズメント施設、飲食店等 

 

２ 対象・非対象の解釈 

  

 電気用品安全法上は、非対象として取り扱う。 

 

（理由） 

 本製品は、「テレビジョン受信機」に接続せず、ブラウン管も有していないため、

「電子応用遊戯器具」に該当しない。また、ゲーム機構に電動力を用いていないた

め、「電気遊戯盤」にも該当しないことから、非対象として取り扱うことが妥当と

判断する。 

 

 

 

 

電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 


